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　２月９日、鷹巣町・合川町・森吉町・阿仁町の４町長が、法定の合併協議会設置に関する協議書に

調印し、「鷹巣阿仁地域合併協議会」（法定協議会）が設置されました。 

　引き続き、第１回合併協議会を開催し、合併に向けての本格的な話し合いがスタートしました。 

　これからは「鷹巣阿仁地域合併協議会だより」とし、合併協議の動きを更に詳しく住民の皆様へ

お知らせしてまいります。 

調印の後、固い握手が交わされ、新しいまちづくりに向けた決意が示された。
左から佐藤合川町長、岸部鷹巣町長、松橋森吉町長、吉田阿仁町長職務代理者。

1　合併協

私たちはつくります

　「自然」「ひと」が調和し活気とぬくもりのある交流都市を

私たちはつくります

　「自然」「ひと」が調和し活気とぬくもりのある交流都市を

法定合併協議会がスタート法定合併協議会がスタート法定合併協議会がスタート



調印式であいさつする岸部鷹巣町長

協議会設置の協議書に４町代表者が調印

合併協　2

調
印
式
で
の
４
町
長
あ
い
さ
つ︵
要
旨
︶

合
併
協
議
会
に
関
す
る

合
併
協
議
会
に
関
す
る

　
　
　
　
協
議
書
に
調
印

　
　
　
　
協
議
書
に
調
印

合
併
協
議
会
に
関
す
る

合
併
協
議
会
に
関
す
る

　
　
　
　
協
議
書
に
調
印

　
　
　
　
協
議
書
に
調
印

合
併
協
議
会
に
関
す
る

　
　
　
　
協
議
書
に
調
印

       ��

鷹
巣
町
長
　
岸
　
部
　
　
　
陞 

 

　
昨
年
の
６
月
に
準
備
会
を
開
催
し
て

か
ら
、
９
月
に
任
意
協
議
会
を
設
置
し

ま
し
た
。 

　
こ
の
間
に
、
住
民
の
皆
様
へ
は
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
等
を
行
い
、
近
隣
の
協
議
会
よ

り
も
遅
く
立
ち
上
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
日
こ
う
し
て
法
定
協
議
会
の
発
足
に

至
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、
委
員
の

皆
様
、
町
民
の
皆
様
の
ご
努
力
に
よ
る

も
の
と
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
こ
れ
か
ら
が
本
当
の
合
併
市
の
姿
が

見
え
て
き
ま
す
。
新
市
の
姿
を
早
く
住

民
の
皆
様
に
お
示
し
で
き
る
よ
う
、
委

員
の
皆
様
と
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

　
合
併
を
目
標
に
色
ん
な
事
が
起
き
て
も
、

小
異
は
捨
て
大
同
に
つ
き
、
こ
の
鷹
巣

阿
仁
地
域
を
一
つ
に
し
て
い
く
こ
と
を

念
頭
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 ��

合
川
町
長
　
佐
　
藤
　
修
　
助 

 

　
私
は
こ
の
合
併
に
つ
い
て
、
常
に
冷

静
な
判
断
を
求
め
て
、
平
熱
の
状
況
で

対
処
し
て
き
ま
し
た
。 

　
今
日
、
協
議
会
が
正
式
に
発
足
し
た

こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
17
年
３
月
の

合
併
の
日
取
り
へ
向
け
、
真
直
ぐ
に
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

　
今
日
は
い
わ
ゆ
る
結
納
を
交
わ
し
た

段
階
で
す
が
、
で
き
れ
ば
も
う
少
し
前

の
段
階
で
議
論
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た

な
と
反
省
し
て
お
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
今
日
正
式
に
出
発
し
ま
し

た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
委
員
の
皆
様
と
様
々

な
事
が
あ
っ
て
も
、
互
譲
の
精
神
を
も
っ 

              

て
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 ��

森
吉
町
長
　
松
　
橋
　
久
太
郎 

 

　
昨
年
の
２
月
、
鷹
巣
阿
仁
部
の
５
カ

町
村
長
で
合
併
懇
談
会
を
行
い
、
９
月

30
日
に
任
意
協
議
会
が
立
ち
上
が
り
、

半
年
後
の
今
、
法
定
協
議
会
が
立
ち
上

が
る
こ
と
に
な
り
、
感
激
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。 

　
こ
の
協
議
会
は
、
合
併
の
第
一
歩
と

な
る
重
要
な
協
議
会
で
す
。
こ
の
地
域

の
歴
史
を
変
え
る
協
議
会
に
な
る
と
思

い
ま
す
の
で
、
皆
様
か
ら
、
可
能
な
限

り
の
ご
指
導
、
ご
支
援
を
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

    

　
念
願
の
合
併
に
向
け
て
法
定
の
協
議
会

が
今
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
昨
年

の
９
月
30
日
の
任
意
協
議
会
か
ら
今
日
の

法
定
協
議
会
設
立
ま
で
の
間
、
任
意
協
議

会
の
委
員
の
皆
さ
ん
、
幹
事
会
の
皆
さ
ん
、

そ
し
て
事
務
局
の
皆
さ
ん
、
大
変
な
ご
尽

力
、
誠
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
心
よ
り
敬

意
を
表
し
ま
す
。 

　
今
日
か
ら
の
法
定
協
議
会
で
は
、
新
し

い
市
の
具
体
的
な
事
に
つ
い
て
協
議
を
重

ね
、
法
定
期
限
内
に
合
併
す
る
こ
と
を
お

願
い
申
し
上
げ
、
あ
い
さ
つ
と
し
ま
す
。 

��

阿
仁
町
長
職
務
代
理
者

��　
阿
仁
町
助
役
　
吉
　
田
　
　
　
茂

鷹巣阿仁地域合併協議会の設置に関する協議書

　鷹巣町、合川町、森吉町及び阿仁町の合併に

よる新市の建設に関する基本的な計画の作成そ

の他合併に関する協議を行うため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第252条の２第１項及び

市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法

律第６号）第３条第１項の規定に基づき、別紙

のとおり規約を定め、鷹巣阿仁地域合併協議会

を設置する。

　　　　　　　　　　　平成16年２月９日



第１回合併協議会の様子

岸部会長より委員へ委嘱状を交付

3　合併協

�

日
時
　�

平
成
16
年
２
月
９
日︵
月
︶

�　
　
　

�　
午
後
２
時

�

場
所
　�

鷹
巣
阿
仁
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

第
１
回
鷹
巣
阿
仁
地
域

　
　
合
併
協
議
会
の
内
容

        

　
合
併
協
議
会
で
は
、
合
併
特
例
法
の
期

限
で
あ
る
平
成
17
年
３
月
ま
で
の
４
町
の

合
併
を
目
指
し
て
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

画
の
策
定
や
事
務
事
業(

行
政
サ
ー
ビ
ス)

の
調
整
等
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
協
議
・

調
整
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

　
合
併
協
議
会
の
体
制
は
、
各
町
の
町
長
・

議
会
議
長
・
議
員
・
学
識
経
験
者
、
そ
し

て
北
秋
田
地
域
振
興
局
長
に
よ
る
29
名
の

委
員
と
３
名
の
代
表
監
査
委
員
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
会
長
に
は
、
岸
部
陞
鷹
巣
町

長
、
副
会
長
に
は
、
松
橋
久
太
郎
森
吉
町

長
（
職
務
代
理
者
）
、
佐
藤
修
助
合
川
町

長
、
濱
田
章
阿
仁
町
長
が
選
任
さ
れ
ま
し

た
。 

　
岸
部
会
長
か
ら
は
、
委
員
一
人
ひ
と
り

へ
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。 

   

　
こ
れ
か
ら
が
本
当
の
こ
の
地
域
の
歴
史

的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
す
時
で
す
。
事
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
事
務
的
な
も
の
や
早

く
進
め
ら
れ
る
も
の
は
、
迅
速
に
進
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
必
ず
時

間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
今
後
、

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
充
分

時
間
を
か
け
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
各
町

に
持
ち
帰
り
討
議
を
し
、
あ
る
い
は
住
民

へ
も
オ
ー
プ
ン
に
し
て
参
加
し
て
い
た
だ

き
な
が
ら
進
め
る
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ

ま
す
。 

　
全
員
の
英
知
を
傾
け
て
、
新
市
の
ま
ち

づ
く
り
に
向
け
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

 

              ��

報
告
第
１
号 

合
併
協
議
会
規
約
に
つ
い
て 

　
協
議
会
を
運
営
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て

の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。 

��

報
告
第
２
号 

合
併
協
議
会
規
約
等
に
関
す
る
確
認
書
に

つ
い
て 

　
規
約
に
基
づ
き
、
４
町
長
が
協
議
し
て

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
し
た
事
項

を
確
認
し
ま
し
た
。 

(

主
な
事
項) 

・
会
長
及
び
副
会
長
の
選
任 

・
学
識
経
験
を
有
す
る
も
の
の
委
員
、
監

査
委
員
及
び
職
員
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る 

��

報
告
第
３
号 

合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程
に
つ
い
て 

　
幹
事
会
は
、
会
長
の
指
示
を
受
け
、
協

議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
協
議

又
は
調
整
を
行
い
ま
す
。 

��

報
告
第
４
号 

合
併
協
議
会
専
門
部
会
規
程
に
つ
い
て 

　
専
門
部
会
は
、
幹
事
会
の
幹
事
長
の
指

示
を
受
け
、
合
併
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
専
門
的
に
協
議
又
は
調
整
を
行
い
ま

す
。 

��

報
告
第
５
号 

合
併
協
議
会
分
科
会
規
程
に
つ
い
て 

　
分
科
会
は
、
専
門
部
会
の
部
会
長
の
指

示
を
受
け
、
合
併
に
関
す
る
所
掌
事
務
の

詳
細
な
事
項
に
つ
い
て
、
専
門
的
に
協
議

又
は
調
整
を
行
い
ま
す
。 

��

報
告
第
６
号 

合
併
協
議
会
事
務
局
規
程
に
つ
い
て 

　
事
務
局
は
、
協
議
会
等
の
協
議
資
料
の

作
成
や
協
議
会
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す

る
事
務
を
行
い
ま
す
。 

��

報
告
第
７
号 

合
併
協
議
会
財
務
規
程
に
つ
い
て 

　
協
議
会
の
予
算
や
歳
入
及
び
歳
出
の
手

続
き
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。 

��

報
告
第
８
号 

合
併
協
議
会
会
議
傍
聴
要
綱
に
つ
い
て 

　
協
議
会
の
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
定
め

て
い
ま
す
。 

（
主
な
事
項
） 

・
会
場
の
規
模
に
よ
る
人
数
に
つ
い
て 

・
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項 

��

会
長
あ
い
さ
つ

会
長
あ
い
さ
つ

��

会
長
あ
い
さ
つ

報

告

事

項

報

告

事

項

今
回
は
第
１
回
目
の
協
議
会
と
い
う
こ
と
で
合
併
協

議
会
の
規
約
や
規
程
等
８
件
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。



合併協　4

協

議

事

項

協

議

事

項

次
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
、
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

  
　
任
意
合
併
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
検

討
す
る
た
め
の
鷹
巣
阿
仁
地
域
合
併
検
討

準
備
会
が
、
平
成
15
年
６
月
23
日
に
立
ち

上
が
り
、
６
回
の
開
催
を
経
て
、
よ
り
詳

細
に
合
併
に
つ
い
て
の
基
本
的
事
項
を
検

討
す
る
た
め
、
９
月
30
日
に
は
鷹
巣
阿
仁

地
域
任
意
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。 

　
こ
こ
で
は
、
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

や
新
市
将
来
構
想
検
討
委
員
会
に
よ
る
新

市
将
来
構
想
が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ

き
住
民
座
談
会
及
び
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
ま
し
た
。 

　
合
併
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
協
議
会
だ

よ
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
発
信
し

ま
し
た
。 

　
任
意
協
議
会
を
５
回
開
催
し
、
１
月
26

日
に
鷹
巣
町
・
森
吉
町
・
阿
仁
町
で
、
29

日
に
は
合
川
町
の
臨
時
議
会
に
お
い
て
鷹

巣
阿
仁
地
域
合
併
協
議
会
の
設
置
が
議
決

さ
れ
、
２
月
９
日
の
法
定
協
議
会
の
設
置

に
至
り
ま
し
た
。 

       

    ��

協
議
第
１
号 

合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程
案
に
つ
い
て 

　
規
約
に
基
づ
き
、
協
議
会
の
会
議
の
運

営
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。 

（
主
な
事
項
） 

・
会
議
の
議
事
は
、
出
席
者
の
３
分
の
２

以
上
の
賛
同
を
も
っ
て
議
事
を
進
め
る
。 

・
会
議
は
原
則
と
し
て
公
開
し
、
傍
聴
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
会
議
の
会
議
録
及
び
会
議
資
料
は
、
原

則
と
し
て
公
開
す
る
。 

��

協
議
第
２
号 

合
併
協
議
会
報
酬
及
び
費
用
弁
償
規
程
案

に
つ
い
て 

　
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
つ
い

て
定
め
た
も
の
で
す
。 

��

協
議
第
３
号 

合
併
協
議
会
事
業
計
画
案
に
つ
い
て

　
次
の
事
業
を
行
い
ま
す
。 

・
協
議
会
及
び
幹
事
会
の
開
催 

・
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定 

・
合
併
協
定
項
目
の
調
整
及
び
合
併
協
定

書
の
作
成
（
合
併
協
定
基
本
項
目
の
調
整
、

事
務
事
業
の
調
整
及
び
一
元
化
） 

・
市
町
村
合
併
先
進
地
研
修
の
実
施 

・
新
市
電
算
業
務
の
調
整
及
び
一
元
化 

・
新
市
例
規
原
案
の
作
成 

・
合
併
協
議
に
係
る
情
報
提
供
の
実
施 

（
住
民
説
明
会
の
開
催
、
協
議
会
だ
よ
り

の
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
） 

��

協
議
第
４
号 

平
成
15
年
度
合
併
協
議
会
予
算
案
に
つ
い

て 　
平
成
15
年
度(

２
月
９
日
〜
３
月
31
日)

の
歳
入
歳
出
予
算
で
す
。 

��

協
議
第
５
号 

平
成
16
年
度
合
併
協
議
会
予
算
案
に
つ
い

て 　
平
成
16
年
度(

４
月
１
日
以
降)

の
歳
入

歳
出
予
算
で
す
。 

 

平成15年度歳入歳出予算概要

予算額（千円） 説　　　　明項　　　目

歳
　
　
入

歳
　
　
出

負 担 金

諸 収 入

合　　計

総 務 費

事 業 費

予 備 費

合　　計

17,997

3

18,000

4,755

12,904

341

18,000

負担金の１/２を４町の均等割,�残りの１／２を人口割とする

鷹巣町：6,919、合川町：3,958、森吉町：3,920、阿仁町：3,200

預金利子

会議費、事務局費

協議会だより、�合併推進事業支援業務費、

ホームぺージ更新費、電算システム統合基本計画

平成16年度歳入歳出予算概要

予算額（千円） 説　　　　明項　　　目

歳
　
　
入

歳
　
　
出

負 担 金

県支出金

繰 越 金

諸 収 入

合　　計

総 務 費

事 業 費

予 備 費

合　　計

18,497

5,000

1

2

23,500

13,340

9,564

596

23,500

負担金の１/２を４町の均等割,�残りの１／２を人口割とする

鷹巣町：7,111、合川町：4,068、森吉町：4,029、阿仁町：3,289

�法定合併協議会支援事業費補助金

�平成15年度繰越金

�預金利子

�会議費、事務局費

協議会だより、新市まちづくり計画策定

合併推進事業支援業務費、ホームぺージ更新委託費等

こ
れ
ま
で
の
経
緯

こ
れ
ま
で
の
経
緯

こ
れ
ま
で
の
経
緯

こ
れ
ま
で
の
経
緯

こ
れ
ま
で
の
経
緯



5　合併協

��
協
議
第
６
号 

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
方
針
案
に

つ
い
て 

　
合
併
特
例
法
の
規
定
を
ふ
ま
え
、
新
市

将
来
構
想
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
ま
す
。 

��

協
議
第
７
号 

合
併
協
定
調
整
方
針
案
に
つ
い
て 

　
今
ま
で
の
各
種
施
策
を
再
検
討
し
、
住

民
福
祉
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を
基
本
理

念
と
し
て
い
ま
す
。 

��

協
議
第
８
号 

合
併
協
定
項
目
案
に
つ
い
て 

　
基
本
協
定
項
目
を
含
む
46
項
目
を
協
議

し
ま
す
。 

     

合併協議会と

　　　新市誕生の関係

合併協議会と

　　　新市誕生の関係

合併協議会と

　　　新市誕生の関係

合併協議会と

　　　新市誕生の関係

合併の方式 

合併の期日 

新市の名称 

新市の事務所の位置 

財産の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会の委員の定数及び任期の 

取扱い 

地方税の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

事務組織及び機構の取扱い 

一部事務組織等の取扱い 

使用料、手数料の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

町名、字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

消防団の取扱い 

行政区の取扱い 

地域審議会 

水道事業の取扱い 

電算システム事業 

広報公聴 

姉妹都市・国際交流事業 

商工・観光関係事業 

地域振興事業 

納税関係 

交通関係事業 

消防防災事業 

生活環境事業 

障害者福祉事業 

高齢者福祉事業 

児童福祉事業 

その他福祉事業 

保健衛生事業 

農林水産関係事業 

都市計画関係事業 

建設関係事業 

学校の通学区域 

学校教育事業 

社会教育事業 

その他の事業 

新市まちづくり計画 

基本 

協定 

項目 

２月９日 

第１回 

３月２日 

第２回 

３月２日 

第２回 

４月上旬 

第３回 

４月上旬 

第３回 

４月下旬 

第４回 

４月下旬 

第４回 

５月上旬 

第５回 

５月上旬 

第５回 

５月下旬 

第６回 

５月下旬 

第６回 

６月上旬 

第７回 

６月上旬 

第７回 

６月下旬 

第８回 

６月下旬 

第８回 

７月上旬 

第９回 

７月上旬 

第９回 

７月下旬 

第10回 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7
 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46

協　定　項　目 提案予定 協議予定 
新市誕生までのスケジュール（目標）新市誕生までのスケジュール（目標）新市誕生までのスケジュール（目標） 合併協定項目協議予定表

鷹巣阿仁地域合併協議会設置(平成16年2月9日)

合併に係る協定項目の

協議・調整　　〜７月

新市まちづくり

　　　　計画の策定

原案作成・協議

知事と協議

　　　　　　　〜７月

合併協定項目の決定

８月

合併協定書の調印　　9月

廃置分合の議決（４町議会）　　9月

新　市　誕　生
（平成17年3月31日以内）

新市まちづくり計画決定

8月

県議会

の議決

国への

届　出

国による

告　示

事

務

調

整

　合併特例法では、市町村合併に際し、地方自治法にのっ

とり、新市建設計画の策定と、合併に関し必要な協議を

行うための協議会を設置することとされており、鷹巣阿

仁地域合併協議会もこれらの法に基づく法定の協議会です。 

　合併に必要な全ての協議を行い、その結果を合併協定

書としてまとめます。この協定書を判断材料に、４町の

議会で議決されれば、県・国への届出を経て、国の告示

で新市誕生となります。 



専
門
部
会
・
分
科
会
の

専
門
部
会
・
分
科
会
の

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

今後のスケジュールを真剣に討議（分科会にて）

合併協　6

協
議
第
９
号
　
合
併
の
方
式
に
つ
い
て 

　
調
整
方
針

 

　
鷹
巣
町
、
合
川
町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市

を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
。

 

（
参
考
）
任
意
協
議
会
で
の
調
整
素
案 

　
鷹
巣
町
、
合
川
町
、
森
吉
町
、
阿
仁
町

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市

を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
こ
と
を
法

定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。 

��

協
議
第
10
号
　
合
併
の
期
日
に
つ
い
て 

　
調
整
方
針

 

　
平
成
17
年
３
月
31
日
以
内
を
目
標
と
す

る
。 

（
参
考
）
任
意
協
議
会
で
の
調
整
素
案 

　
平
成
17
年
３
月
31
日
以
内
を
目
標
に
、

法
定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。 

��

協
議
第
11
号
　 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て 

　
調
整
方
針

 

　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
新
庁
舎
建

設
ま
で
の
間
、
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町

19
番
１
号
と
す
る
。 

（
参
考
）
任
意
協
議
会
で
の
調
整
素
案 

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
住
民
の
利
便

性
及
び
各
町
庁
舎
の
事
務
所
機
能
な
ど
の

あ
り
方
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
法
定
協
議

会
の
中
で
決
定
す
る
。 

��

協
議
第
12
号
　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て 

　
調
整
方
針

 

　
新
市
の
名
称
は
、
公
募
を
行
っ
た
上
で

小
委
員
会
に
お
い
て
絞
り
込
み
、
協
議
会

で
決
定
す
る
。

 

（
参
考
）
任
意
協
議
会
で
の
調
整
素
案 

　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
法
定
協
議

会
の
中
で
公
募
を
含
め
て
検
討
し
、
決
定

す
る
。 

��

協
議
第
13
号

新
市
名
称
選
考
小
委
員
会
設
置
規
程
案
に

つ
い
て 

 

新
市
の
名
称
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
応

募
作
品
の
選
考
等
を
行
う
た
め
の
新
市
名

称
選
考
小
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
定
め
る
も
の

で
す
。 

（
委
員
構
成
） 

　
４
町
の
長
、
４
町
の
議
会
議
長
及
び
４

町
の
長
が
定
め
た
学
識
経
験
を
有
す
る
者

各
１
名
で
組
織
さ
れ
ま
す
。
（
計
12
名
） 

    

   

　
合
併
協
議
会
で
は
、
合
併
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
専
門
的
に
協
議
・
調
整
を
行

う
組
織
と
し
て
、
４
町
の
職
員
で
構
成
さ

れ
る
専
門
部
会
と
分
科
会
が
あ
り
ま
す
。

２
月
12
日
か
ら
13
日
に
か
け
て
、
専
門
部

会
と
分
科
会
の
事
務
事
業
の
一
元
化
に
関

す
る
説
明
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

　
専
門
部
会
は
、
総
務
企
画
部
会
、
財
務

税
務
部
会
な
ど
の
９
部
会
に
分
か
れ
、
さ

ら
に
35
分
科
会
に
細
分
化
さ
れ
ま
す
。 

　
各
分
野
の
全
て
の
事
務
事
業(

１
２
６

３
項
目)

に
つ
い
て
、
調
整
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
４
町
職
員
一
丸
と
な
っ
て
調
整

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。 

提

案

事

項

提

案

事

項

次
の
４
つ
の
基
本
協
定
項
目
を
含
む
５

項
目
が
提
案
さ
れ
、
次
回
の
協
議
会(

第

２
回)

で
具
体
的
に
協
議
を
行
い
確
認

し
ま
す
。

専
門
部
会
・
分
科
会
の

専
門
部
会
・
分
科
会
の

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

専
門
部
会
・
分
科
会
の

専
門
部
会
・
分
科
会
の

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

専
門
部
会
・
分
科
会
の

　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

合併協定項目の協議事項は

の順で進められます

提��案

確��認

協��議

協定項目の調整案について事務局で

資料を提出し説明

各委員は、事前提案された協議事項

を持ち帰り検討

次回の協議会で各委員が意見を出し

合い協議

協議の結果、新市での取扱いを確認
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１
　
計
画
の
趣
旨 

　
合
併
に
よ
る
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
計
画

の
基
本
方
針
を
定
め
て
計
画
を
策
定
し
、

４
町
の
速
や
か
な
一
体
性
を
促
進
し
、
住

民
福
祉
の
向
上
と
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

２
　
計
画
の
構
成 

　
基
本
方
針
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
事

業
、
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
及
び
財
政

計
画
を
中
心
と
し
て
構
成
し
ま
す
。 

３
　
計
画
の
期
間 

　
合
併
後
、
お
お
む
ね
10
年
間
と
し
ま
す
。 

４
　
留
意
事
項 

①
地
域
の
特
徴
を
生
か
し
た
よ
り
効
果
的

な
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
る
。 

②
施
設
整
備
の
み
な
ら
ず
、
各
種
ソ
フ
ト

面
の
再
構
築
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

③
真
に
必
要
不
可
欠
な
事
業
を
選
択
し
、

合
理
的
で
健
全
な
行
政
運
営
に
努
め
る
。 

④
旧
町
意
識
を
早
期
に
解
消
し
、
一
体
的

に
推
進
す
る
環
境
基
盤
の
確
立
を
図
る
。 

⑤
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
希
薄
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
振
興
整
備
方

策
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
努
め
る
。 

⑥
住
民
座
談
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
の

意
見
・
要
望
を
広
く
反
映
さ
せ
る
。 

   

１
　
基
本
的
な
考
え
方 

　
合
併
を
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
ス
タ
ー

ト
と
位
置
づ
け
て
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ

る
行
政
需
要
に
応
え
、
効
率
的
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
体
制
整
備
を
図
り
、
今
ま
で
の
施

策
を
再
検
討
し
て
住
民
福
祉
の
向
上
を
目

指
す
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
ま
す
。 

２
　
基
本
原
則 

①
一
体
性
確
保
の
原
則 

　
新
市
に
移
行
す
る
際
、
住
民
生
活
に

支
障
の
な
い
よ
う
一
体
性
の
確
保
に
努

め
る
。 

②
住
民
福
祉
向
上
の
原
則 

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
及
び
住
民
福
祉
の
向

上
に
努
め
る
。 

③
負
担
公
平
の
原
則 

　
負
担
公
平
の
原
則
に
立
ち
、
行
政
格

差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。 

④
健
全
な
財
政
運
営
の
原
則 

　
新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運
営
に

努
め
る
。 

⑤
行
政
改
革
推
進
の
原
則 

　
行
政
改
革
の
視
点
か
ら
事
務
事
業
の

見
直
し
に
努
め
る
。 

⑥
適
正
規
模
の
原
則 

　
自
治
体
の
規
模
に
見
合
っ
た
事
務
事

業
の
見
直
し
に
努
め
る
。 

３
　
具
体
的
な
調
整
方
針 

①
４
町
で
制
度
が
同
一
の
も
の 

　
・
現
行
の
ま
ま
引
き
継
ぐ 

②
４
町
の
い
ず
れ
か
に
制
度
が
あ
る
も
の 

　
・
４
町
の
い
ず
れ
か
に
統
一
す
る 

　
　
（
合
併
時
又
は
合
併
後
に
統
合
） 

　
・
４
町
の
い
ず
れ
か
を
編
成
し
直
す 

　
　
（
合
併
時
又
は
合
併
後
に
再
編
） 

　
・
廃
止
の
方
向
で
調
整 

　
　
（
合
併
時
又
は
合
併
後
に
廃
止
） 

 

事
務
事
業
調
整
の

事
務
事
業
調
整
の

　
　
　
　
基
本
方
針

　
　
　
　
基
本
方
針

事
務
事
業
調
整
の

事
務
事
業
調
整
の

　
　
　
　
基
本
方
針

　
　
　
　
基
本
方
針

事
務
事
業
調
整
の

事
務
事
業
調
整
の

　
　
　
　
基
本
方
針

　
　
　
　
基
本
方
針

事
務
事
業
調
整
の

　
　
　
　
基
本
方
針

合併協議会組織図

　各町の町長、議会議

長、議員(２名)、学識

経験者(３人)及び北秋

田地域振興局長の委員で

構成されます。（29名）

　４町の合併に関する事

項の協議、新市まちづく

り計画・財政計画の策定

等を行います。

合
併
協
議
会

　各町の助役、合併担

当課長などで構成され

ます。(12名)

　協議会に提案する事

項などについて、協

議・調整を行います。

幹
　
事
　
会

　総務企画、財務税務、住民部会など９つの専門部会が設置され、各

町の担当する課室局長等で構成されます。

　各町の合併に関する事項、事務事業、例規統合に関する事項、合併

協定項目などについて、専門的に協議・調整などを行います。

専
門
部
会︵
９
部
会
︶

　各専門部会に合わせて35の分科会が設置され、各町の担当する職

員で構成されます。

　各町の合併に関する事項、事務事業、例規統合に関する事項、合併

協定項目などについて、専門的に調査・検討を行います。

分
科
会︵
35
分
科
会
︶

　各町からの職員により、総務

班・調整班・計画班の３つの班

で構成されます。(11名)

　協議会等の協議資料の作成、

広報、庶務、その他協議会運営

に関する必要な資料の収集など

の事務を行います。

事
　
務
　
局

　４町長で構成されます。

合併に関する調整を行います。

町
長
会
議

　特定の事項について調

整等を行う必要がある場

合に設置されます。構成

員は別途定めます。

小
委
員
会

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の

　
　
　
　
　
　
策
定
方
針

　
　
　
　
　
　
策
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方
針

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
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り
計
画
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合併協　8

協議会は傍聴できます協議会は傍聴できます協議会は傍聴できます 第２回合併協議会の開催について

　協議会の会議は公開されており、どなたでも

傍聴することができます。傍聴を希望される方は、

当日会場で受け付けして下さい。

　なお、会場の大きさにより傍聴できる人数を

制限する場合もあります。

　詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。

日時　３月２日（火）

　　　　　　　午後２時開会

場所　阿仁町ふるさと文化センター

幹　　事　　会

町名及び課名 職　名 氏　　名 備　　考

鷹巣町

　総務課

���まちづくり政策課

合川町

　総務課

　総務課

森吉町

　総務課

　企画観光課

阿仁町

　総務企画課

　財務課

助　　役

課　　長

課　　長

助　　役

課　　長

主席課長補佐

助　　役

課　　長

課　　長

助　　役

課　　長

課　　長

惠比原　　　脩

今　畠　健　一

村　上　儀　平

工　藤　　　博

松　岡　宗　夫

杉　渕　敬　輝

柴　田　信　勝

加　賀　隆　久

奈　良　尚　里

吉　田　　　茂

松　橋　賢　悦

鈴　木　美千英

所　　属 職　名 氏　　名 事務職名

鷹　巣　町

鷹巣町

（秋田県）

鷹　巣　町

鷹　巣　町

合　川　町

合　川　町

森　吉　町

森　吉　町

阿　仁　町

阿　仁　町

臨　時　職　員

課長補佐

副�主�幹

係　��長

主　��査

主　��事

臨時職員

主席課長補佐

係　��長

主席課長補佐

主席主査

斎　藤　彦　志

佐　藤　　　満

田　村　義　明

秋　元　泰　之

高　橋　浩　二

福　田　芳　子

金　　　義　孝

石　崎　賢　一

渡　部　哲　男

佐　藤　孝　一

佐　藤　華　香

事務局長

事務局次長

計画班長

計画班兼総務班

調�整�班

総�務�班

調整班長

計�画�班

総務班長

調整班兼総務班

総�務�班

合 併 協 議 会 委 員

町　名 区　分 氏　　名 備　考

鷹巣町

合川町

森吉町

阿仁町

秋田県

合川町

森吉町

阿仁町

町　　長

議会議長

議会議員

議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

町　　長

議会議長

議会議員

議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

町　　長

議会議長

議会議員

議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

町　　長

議会議長

議会議員

議会議員

学識経験者

学識経験者

学識経験者

北秋田地域振興局長

代表監査委員

代表監査委員

代表監査委員

岸　部　　　陞

清　水　修　智

簾　内　順　一

鈴　木　茂　雄

檜　森　　　正

今　野　　　實

和　田　テヱ子

佐　藤　修　助

和　田　勇　治

土濃塚　謙一郎

松　橋　三　郎

成　田　道　胤

小笠原　　　聡

鈴　木　孝　子

松　橋　久太郎

庄　司　憲三郎

桜　井　忠　雄

春　日　一　文

佐　藤　金　正

片　山　信　隆

畠　山　愼　咲

濱　田　　　章

山　田　博　康

山　田　賢　三

小　林　精　一

佐　藤　昭　春

三　杉　営　子

菊　地　忠　雄

石　井　　　護

関　　　冨五郎

春　日　隆　治

庄　司　直　紀

�会　長

�副会長

�副会長（会長職務代理）

副会長

監査委員

監査委員

監査委員

事 務 局 職 員

お知らせお知らせお知らせ


